指定居宅介護支援重要事項説明書

1． 当事業所が提供するサービスについての相談窓口

　　　ケアプランほっと　　　　電　話　　０８５４－４３－８００８

　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　０８５４－４３－８００７

　　　　　　　　　　　　　　　（午前８時１５分より午後５時１５分まで）

· ご不明な点は、何でもおたずね下さい。

2． ケアプラン　ほっとの概要

（1） 居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域

　　　　　事業所名　　　　　　　　ケアプラン　ほっと

　　　　　所在地　　　　　　　　　雲南市大東町新庄２８３番地１

　　　　　介護保険事業所番号　　　３２７１４００２３０

　　　　　サービス提供地域　　　　雲南市大東・木次・加茂・三刀屋の各町

· 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい

（2） 同事業所の職員体制
	　　職種
	人員数
	適用
	合計

	管理者
	　兼務　　1名
	主任介護支援専門員
	1名

	介護支援専門員
	　　　　　6名
	管理者兼務1名・専従5名
	6名

	事務職員
	　兼務　若干名
	他事業所と兼務
	若干名


　　（３）営業時間

　　　　　毎週　月曜日から金曜日まで　　午前９時から午後５時まで

　　　　　（但し、祝祭日・　８月１３日から１５日まで

　　　　　　　　　　　　　１２月３０日から１月３日までを除きます
ただし自然災害発生時、訪問を予定している地区に警報レベル４(避難指示)以上が発令された場合、原則、訪問は中止させていただきます。

3． 従業者の職務内容

（1） 管理者は、職員を指揮監督し、適切な事業の運営がなされるよう総括します。

（2） 居宅介護支援専門員は、要介護区分の認定のための日常生活動作等に関する調査、及び介護サービス計画の作成等の居宅介護の支援を行います。

４．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容
（1） 契約の締結

担当者が説明にお伺いします。当事業所にケアプラン作成について相談することでご了解をいただけましたら、契約書を取り交わします。
（２）居宅サービス計画（原案）の作成

　　利用者及びご家族よりお話を伺い、解決すべき課題を明らかにします。地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等できるだけ正しい情報収集に努め、利用者及びご家族に提供し、課題を解決するための居宅サービス計画の原案を作成し、利用者及びご家族に説明し文書により同意を得ます。

（３）経過観察、連絡調整と再評価

　　利用者及びご家族と毎月連絡をとり、利用者の状態やサービスの利用状況について把握、同時に状態の変化や利用者の希望に応じて居宅サービスの変更や、要介護認定の再申請のお手伝いをします。
（４）施設入所への支援
　　利用者が介護保健施設の利用を希望したときは、施設の紹介をする等のお手伝いをします。

（５）居宅サービス計画の変更

　　利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合や、当事業所がその必要性を判断したときは、双方で話し合い、了解を得た後居宅サービス計画を変更します。

（６）給付管理

　　居宅サービス事業者より実施状況を把握し、それに基づいて毎月給付管理表を作成し、島根県国民健康保険団体連合会に提出します。

（７）要介護認定等の代行申請

　　利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。
５．利用料金

（1） 利用料

要介護として認定された方は、介護保険制度により全額給付されるので自己負担はありません。

· 保険料滞納等により、法定代理受領サービスができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に応じて厚生大臣が定める基準額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。

そのサービス提供証明書を、後日雲南広域連合（保険者）へ町を通じて提出しますと、一定の率で算出された額の払い戻しを受けることができます。

（2） 交通費

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

　　　　　それ以外の地域の方は、担当者がお伺いするための交通費が必要となります。

（3） 解約料　
この契約は、契約書第２条第２項及び第１３条第１項により解約することができますが、一切料金はかかりません。

６．当事業所の指定居宅介護支援の特徴等

（1） 運営の方針

イ）利用者が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう総合的かつ効率的にサービスの提供を行う事により、ほっと安心していただける居宅介護支援事業所を目指します。

　　ロ）利用者の意思及び人権を尊重し、十分な情報提供を行います。複数の事業所を紹介し、居宅サービス事業所をケアプランに位置づけた理由を説明します。
　　ハ）関係市町村、地域の保健医療及び福祉サービスと綿密に連携し、総合的なサービスの提供に努めます。

（2） サービス利用のために

1） 介護支援専門員の変更を希望される方はお申出下さい。

2） 医療機関へ入院された際には、担当ケアマネージャーの氏名や連絡先等を入院先医療機関へお伝えください。

3） 介護支援専門員への研修については、内外の研修会等に積極的に参加します。
4） 事業者、介護支援専門員に対する暴言、暴力、ハラスメントはご利用者のご家族、関係者も含め固くお断りします。

（3） 守秘義務の遵守

1） 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た情報、および行政機関から提供を受けた利用者および家族に関する情報、または秘密を正当な理由無く第三者に提供しません。

2） 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。

3） 事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
７．緊急時の対応方法

　　サービス中の事故や疾病による様態の変化等があった場合、事前の打合せにより、主治医、救急隊、親族等へ連絡するなど、迅速に適切な対応を行います。

	主　治　医　氏　名
	

	　　　　連　絡　先
	

	ご　家　族　氏　名
	

	連　絡　先
	


※　営業時間外の対応

　　時間外、休日等の連絡については、下記の携帯電話へ連絡ください。

　　２４時間対応携帯電話　　０８０－１９００－４７４０
８．サービス内容に関する苦情

　　居宅介護支援に関する相談、要望、苦情等は、当事業所職員か下記窓口までお申出下さい。

　　　◇当事業所の担当窓口　　～　　事務局　　中井　俊　

　　　　電話番号　　　４３－８００８　　　FAX番号　　　４３－８００７

　　　　受付時間　　　毎週　月曜日から金曜日　　９時　～　１７時

　　　　当事業所は、相談、要望、苦情等については、誠意をもって迅速に対応します。

◇当事業所以外に下記の相談、苦情窓口に苦情を伝えることができます。

　雲南市の場合は下記の窓口があります。

　雲南広域連合（木次町）介護保険課　　電話番号　　４７－７３４２
９．事業計画、財務内容サービス提供記録等の閲覧

　　当事業所では、事業計画や財務内容等の閲覧に関して、ご利用者及びご利用希望者とその家族のうち、これを希望される方には閲覧を許可しています。ご希望者は、「閲覧希望書」に必要事項を記入し、職員までお申込み下さい。「閲覧希望書」は事務所にありますので必要な方は職員までお申出下さい。

１０．介護サービス情報の公表について
　　各都道府県のホームページ又は各都道府県の指定情報公表センターのホームページ（インターネット）からご利用いただけます。
(ホームページアドレス)
　　http://www.fukushi-shimane.or.jp/html/kaigojyouhou/index.html

１１. 第三者評価
　　第三者による評価は行っていません。
１２. サービスの利用割合
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与などの利用状況は別紙のとおりです。

指定居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して契約書、及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。

　説明日　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　事業所名　　　ケアプラン　ほっと　　　事業所番号　　３２７１４００２３０

　　　住　　所　　　雲南市大東町新庄２８３番地１

　　　管理者名　　　土江　和枝
　　　　　　　　　　　　　　　説明者名　　　　　　　　　　　　　　　印
私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け理解の上同意しました。

同意日　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　利　用　者　　住　　所　　　雲南市　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　家族代表者　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
※家族代表者とは、ご利用者の家族・親族を代表してご利用者と同等に利用契約の締結や、介護支援専門員との意見交換ができる方をいいます。
　また法律に定める成年後見人も、家族代表者に含むものとします。
（令和6年4月1日　改定）
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